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ダイジェスト版 

 

【厚生労働省事務局原案】 
 

１．改定率 ０．００％ 
２．適正すべき項目：３部位目の逓減強化 ７０／１００→６０／１００ 
３．評価を引き上げる項目（改定案） 

 
 

 
 
 
 

 

４．適正化のための運用の見直し 
○打撲・捻挫の施術について、３ヵ月を超えて頻度の高い施術を行う場合に、 
支給申請書に、負傷部位ごとに経過や頻回施術理由を記載した文章の添付を 
義務付ける。 

○施術者が経済上の利益の提供により、患者を誘引することを禁止する。 
   ○支給申請書における患者が署名すべき欄に、施術者が代理記入するのは、「や 

むを得ない理由がある場合」であることを「やむを得ない理由」の例示とと 
もに、受領委任の協定等に明記する。 

○支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する。 
○施術管理者に対し、柔道整復師名の施術所内掲示を義務付ける。 
○施術者に対し、療養費を請求する上での注意事項の患者への説明を義務付ける。 

５．施行日：周知期間を確保する観点から、平成２５年５月１日とする。 
※ 「４．適正化のための運用の見直し」については、現在厚生労働省と協議中です。 

また、レセプト用紙については変更の予定はございません。 
 

 

 現 行 引上額 改定後 
初検料 １,２４０円 ９５円 １,３３５円 
再検料 ２７０円 ２５円 ２９５円 
施療料（打撲・捻挫） ７４０円 ２０円 ７６０円 
後療料（打撲・捻挫） ５００円 ５円 ５０５円 

大阪柔整だより 
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保険者変更通知 

変 更 前 内 容 変 更 後 変 更 日 

大鋼連健康保険組合 

０６２７１８０３ 
解  散 協会けんぽ 各支部 H 25 年４月１日 

ジャパンパイルグループ健康保険組合 

０６１３４４２３ 
解  散 協会けんぽ 各支部 H 25 年４月１日 

日立国際電気健康保険組合 
０６１３６５３５ 

日立健康保険組合 
０６１３８１５０ 

合  併 
日立健康保険組合 

０６１３８１５０ 
H 25 年４月１日 

タチバナ健康保険組合 
０６２７０８１３ 

大阪金属問屋健康保険組合 
０６２７２１６５ 

合  併 
大阪金属問屋健康保険組合 

０６２７２１６５ 
H 25 年４月１日 

法務省共済組合鳥取地方法務局支部 

３１３１００５５ 
廃  止 

法務省共済組合 

鳥取地方検察庁支部 

３１３１００３０ 

H 25 年４月１日 

法務省共済組合松江地方法務局支部 

３１３２００５４ 
廃  止 

法務省共済組合 

松江地方検察庁支部 

３１３２００３９ 

H 25 年４月１日 

法務省共済組合岡山地方法務局支部 

３１３３００５３ 
廃  止 

法務省共済組合 

岡山地方検察庁支部 

３１３３００３８ 

H 25 年４月１日 

法務省共済組合広島法務局支部 

３１３４００８６ 
名称変更 

法務省共済組合 

法務局広島支部 

３１３４００８６ 

H 25 年４月１日 

法務省共済組合山口地方法務局支部 

３１３５００９３ 
廃  止 

法務省共済組合 

山口地方検察庁支部 

３１３５００８５ 

H 25 年４月１日 

 新  設 
座間駐屯地業務隊 

０７１４０１３０ 
H 25 年３月 26 日 
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障害者やひとり親家庭の方々に対し実施している福祉医療費助成制度は、府・市町村の地方 
単独事業であります。福祉医療費助成制度の資格を有する患者様の負担については、上記に示 
す様なイメージとなっております。 

  また患者様が国の公費負担制度等の資格をお持ちの場合は、この公費負担制度等を優先する 
こととなっておりますので、お間違いのない様にお願いします。 

＊労災申請時の費用請求書はダウンロードしたものも使用できます＊ 

厚生労働省のホームページから｢療養（補償）給付たる療養の費用請求書（柔整）」 

《業務害用・通勤災害用》の申請書をダウンロードしたものも使用できます。 

印刷の注意事項 

（１）印刷に使用する用紙 

①大きさ：Ａ４サイズ  

②厚さ・色：坪量６７ｇ／㎡程度、白色度８０％以上  

（一般的に｢コピー用紙｣、｢普通紙｣、｢ＰＰＣ用紙｣等の表示で販売されているもの） 

③汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと。 

（２）必ず「両面印刷」をすること。 ※のり付け、ホッチキス止めは不可。 

（３）印刷の際は、｢ページの拡大・縮小｣、｢ページの回転・中央配置｣等の処理を行わない 

こと。 

※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい。 

専用用紙を使用する時と同様に、請求台帳と一緒に本会に提出して下さい。 


